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平成２６年第２回（６月）町議会定例会提出議案等の概要 

 

 

○議案第 31 号  平成 26 年度宇治田原町一般会計補正予算（第 2 号） 

〔企画・財政課〕 

  いじめ防止対策推進法の施行を受け策定した宇治田原町いじめ防止基本方針に基づく、いじ

め防止対策・調査事業費及びいじめ再調査事業費をはじめ、通級指導教室運営事業費等を追

加補正するもの。 

     既定額    4,159,579 千円 

     補正額           716 千円 

      計     4,160,295 千円 

    （主要事業） 

・いじめ防止対策推進事業                  405 千円 

・通級指導教室運営事業                 1,630 千円 

・観光振興計画策定事業                  △3,500 千円 

 

  

○議案第 32 号  宇治田原町いじめ再調査委員会設置条例を制定するについて 

〔福祉課〕 

いじめ防止対策推進法第 30 条第 2 項の規定に基づき、宇治田原町教育委員会から重大事態

の報告を受け、調査の必要が生じた場合、調査審議するため、町長の附属機関として「宇治

田原町いじめ再調査委員会」を設置することから、本条例を制定するもの。 

 

 

○議案第 33 号  宇治田原町教育委員会いじめ調査委員会設置条例を制定するについて 

〔教育課〕 

いじめ防止対策推進法第 28 条第 1 項の規定に基づき、町立小・中学校から重大事態の報告

を受け、調査の必要が生じた場合に調査審議する機関として、宇治田原町教育委員会いじめ

調査委員会を設置することから、本条例を制定するもの。 

 

 

○議案第 34 号  宇治田原町税条例等の一部を改正する条例を制定するについて 

〔税務・会計課〕 

地方税法の一部改正等に伴い、改正法等にあわせて、本条例について所要の改正を行うも

の。 

  主な改正内容は、法人税率の引き下げや、軽自動車税の税率の引き上げを行うもの。 

 

 

○議案第 35 号  宇治田原町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改

正する条例を制定するについて 

〔総務課〕 

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成 26

年 4 月 1 日から施行されたことに伴い、本条例について所要の改正を行うもの。 

改正内容は、非常勤消防団員の処遇改善を図るため、消防団員退職報償金の支払額を引き

上げるもの。 
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○議案第 36 号  指定管理者の指定について（宇治田原町奥山田ふれあい交流館） 

〔企画・財政課〕 

宇治田原町奥山田ふれあい交流館について、地方自治法第 244 条の 2 第 3 項の規定により、

指定管理者を奥山田区に指定しようとするため、同条第 6 項の規定により、議会の議決を求

めるもの。 

 

 

○報告第 1 号  平成 25 年度宇治田原町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

〔企画・財政課〕 

  平成 25 年度宇治田原町一般会計補正予算（第 6 号、第 7 号）で繰越明許費の設定を行った

主要町道新設改良事業、災害復旧事業等に係る繰越明許費繰越計算書を調製し、報告するも

の。 

 

 

○報告第 2 号  平成 25 年度宇治田原町奥山田地区簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算

書について 

〔上下水道課〕 

  平成 25 年度宇治田原町奥山田地区簡易水道事業特別会計補正予算（第 3 号、第 4 号）で繰

越明許費の設定を行った奥山田地区簡易水道に係る施設統合事業及び配水管移設事業に係る

管渠整備事業の繰越明許費繰越計算書を調製し、報告するもの。 

 

 

○報告第 3 号  平成 25 年度宇治田原町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書につい

て 

〔上下水道課〕 

  平成 25 年度宇治田原町公共下水道事業特別会計補正予算（第 3 号）で繰越明許費の設定を

行った公共下水道事業に係る管渠整備事業の繰越明許費繰越計算書を調製し、報告するもの。 

 

 

○報告第 4 号  平成 25 年度宇治田原町水道事業会計予算繰越計算書について 

〔上下水道課〕 

  公共下水道事業の繰越に伴い水道管移設工事等の工期を延長したことなどにより、事業費を

翌年度に繰り越す必要が生じたことから、水道事業会計予算繰越計算書を調製し、地方公営

企業法第 26 条第 3 項の規定により報告するもの。 

 


